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10
月
１
日
施
行 

埋
立
て
行
為
に
関
す
る
条
例
を

制
定
し
ま
し
た

市
で
は
、
埋
立
て
行
為
に
よ
る

土
壌
汚
染
や
崩
落
な
ど
の
災
害
発

生
を
防
止
す
る
た
め
、「
茂
原
市

再
生
土
の
埋
立
て
等
規
制
条
例
」、

「
茂
原
市
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に

よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発

生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
」
を
制

定
し
ま
し
た
。

茂
原
市
再
生
土
の
埋
立
て
等
規
制

条
例

◆
主
な
内
容

①
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
禁
止

市
内
で
は
、
原
則
、
再
生
土
の

埋
立
て
等
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
再
生
土=

燃
え
殻
や
汚
泥
な
ど

の
産
業
廃
棄
物
を
処
理
し
て
製

造
さ
れ
た
土
砂
と
同
様
の
形
状

を
有
す
る
物

②
そ
の
他

違
反
者
に
対
す
る
中
止
ま
た
は

原
状
回
復
命
令
、
報
告
徴
収
、
立

入
検
査
、
罰
則
を
規
定
し
ま
し
た
。

茂
原
市
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ

る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生

の
防
止
に
関
す
る
条
例

◆
主
な
内
容
（
旧
条
例
か
ら
の
変

更
点
）

①
条
例
の
適
用
範
囲
を
拡
大

面
積
が
３
０
０
㎡
以
上
３
０
０
０
㎡

未
満
の
土
砂
等
の
埋
立
て
等
を
特

定
事
業
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
面

積
が
３
０
０
㎡
未
満
で
も
、
隣
接

地
で
３
年
以
内
に
土
砂
等
の
埋

立
て
等
が
行
わ
れ
、
合
算
し
て

３
０
０
㎡
以
上
に
な
る
と
き
も
特

定
事
業
と
な
り
ま
す
。

②
土
地
の
所
有
者
も
特
定
事
業
者

と
し
て
位
置
付
け

事
業
主
、
埋
立
て
施
工
者
、
土

地
の
所
有
者
の
三
者
を
特
定
事
業

者
と
し
ま
し
た
。
土
地
の
所
有
者

も
埋
立
て
等
に
伴
う
責
任
や
義
務

を
負
い
、
条
例
に
違
反
し
た
場
合

は
命
令
や
罰
則
を
受
け
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

③
安
全
基
準
に
適
合
し
な
い
土
砂

等
に
よ
る
土
砂
等
の
埋
立
て
等

の
禁
止

面
積
を
問
わ
ず
、
安
全
基
準
に

適
合
し
な
い
土
砂
等
に
よ
る
埋
立

て
等
は
で
き
ま
せ
ん
。
違
反
し
た

場
合
は
命
令
や
罰
則
を
受
け
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

④
許
可
申
請
前
に
行
う
べ
き
こ
と

市
と
の
事
前
協
議
、
住
民
等
へ

の
説
明
会
の
開
催
、
周
辺
関
係
者

の
同
意
や
承
諾
に
つ
い
て
規
定
し

ま
し
た
。

⑤
土
砂
等
の
発
生
元
を
限
定

埋
立
て
等
に
使
用
で
き
る
土
砂

等
を
、
千
葉
県
内
か
ら
発
生
す
る

も
の
に
限
定
し
ま
す
。

⑥
そ
の
他

名
義
貸
し
の
禁
止
、
水
質
検
査

の
実
施
・
報
告
、
措
置
命
令
違
反

者
等
の
公
表
、
許
可
等
に
関
す
る

意
見
聴
取
、
手
数
料
な
ど
を
規
定

し
ま
し
た
。

詳
し
く
は
、
環
境
保
全
課
ウ
ェ

ブ
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
土
地
所
有
者
の
皆
さ
ん
へ

汚
染
さ
れ
た
土
砂
等
に
よ
る
埋

立
て
等
が
行
わ
れ
た
場
合
、
原
状

回
復
に
莫
大
な
費
用
と
時
間
が
か

か
り
ま
す
。
埋
立
て
事
業
に
土
地

を
提
供
す
る
と
き
は
、
埋
立
て
面

積
や
事
業
期
間
、
土
砂
等
の
発
生

元
、
堆
積
構
造
な
ど
計
画
の
詳
細

を
十
分
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
定
期
的
に
現
場
を
見
回

り
、
事
業
が
計
画
通
り
施
工
さ
れ

て
い
る
か
を
確
認
し
、
土
地
の
管

理
を
適
切
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

問
環
境
保
全
課
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
０
４　

⒇
１
６
０
４

日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
の 

接
種
時
期
に
つ
い
て

日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
が

一
時
停
止
し
た
こ
と
に
よ
り
、
予

防
接
種
の
予
約
が
取
り
づ
ら
く

な
っ
て
い
ま
す
。
ワ
ク
チ
ン
安
定

供
給
の
観
点
か
ら
、
第
１
期
初

回
（
２
回
接
種
）
未
接
種
の
方
を

優
先
的
に
接
種
す
る
よ
う
国
か
ら

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。
な
お
、
定

期
接
種
に
定
め
ら
れ
て
い
る
年
齢

の
上
限
が
近
づ
い
て
い
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

優
先
接
種
へ
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
健
康
管
理
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
４　

⒇
１
６
０
０

県
税
納
付
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す

千
葉
県
税
を
市
会
計
課
・
本
納

支
所
で
納
付
す
る
と
、
納
付
金
額

の
２
％
が
県
か
ら
委
託
金
と
し
て
交

付
さ
れ
、
市
の
歳
入
と
な
り
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

取
り
扱
い
県
税
は
、
自
動
車

税
・
不
動
産
取
得
税
・
法
人
県
民

税
・
個
人
事
業
税
・
法
人
事
業
税

で
す
。

問
会
計
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
６　

⒇
１
６
０
９

「
茂
原
市
行
財
政
改
革
推
進
指
針
」

お
よ
び
「
実
施
計
画
」
を
策
定

市
で
は
、
令
和
３
年
度
以
降
実

施
す
る
行
財
政
改
革
の
推
進
の
た

め
、「
茂
原
市
行
財
政
改
革
推
進

指
針
」
お
よ
び
「
茂
原
市
行
財
政

改
革
推
進
指
針
実
施
計
画
」
を
策

定
し
ま
し
た
。

指
針
・
計
画
の
内
容
は
、
総
務

課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
役
所

１
階
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
で
閲
覧

で
き
ま
す
。

問
総
務
課
（
４
階
）

☎
⒇
１
５
１
９　

⒇
１
６
０
２

柔
道
整
復
師
が
行
う
施
術
内
容

の
調
査
に
つ
い
て

広
報
も
ば
ら
４
月
15
日
号
に
掲

載
し
ま
し
た
「
柔
道
整
復
師
が
行

う
施
術
内
容
の
調
査
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
」
の
記
事
に
つ
い
て
、
文

書
に
よ
る
照
会
を
行
う
委
託
業
者

が
「
株
式
会
社
オ
ー
ク
ス
」
に
決

定
し
ま
し
た
。

問
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３　

⒇
１
６
０
０

千
葉
県
発
熱
相
談
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

の
電
話
番
号
が
変
わ
り
ま
し
た

　

４
月
１
日
か
ら
県
で
運
営
し
て

い
る
発
熱
相
談
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

の
電
話
番
号
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

千
葉
県
発
熱
相
談
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０
（
２
０
０
）
１
３
９

◆
受
付
時
間

　

24
時
間
（
土
日
・
休
日
含
む
）

問
健
康
管
理
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
４　

⒇
１
６
０
０　
　


